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講閃－

族
会

家
絡

・
連

者
体

患
団

3
0
万
署
名
で
請
願

自

－
議
員

　

町
征
十
川
か
ら
、
皿
直
似
険
制
度

な
ど
社
会
保
障
制
度
の
改
悪
に
反
対

し
て
全
国
で
署
名
運
動
を
つ
づ
け
て

き
た
Ｉ
ゆ
た
か
な
医
療
と
福
祉
を
め

ざ
す
全
国
患
者
・
家
族
団
体
連
絡
今

は
、
三
月
十
三
日
、
二
十
九
万
七
千

人
分
の
署
名
を
持
っ
て
国
会
請
願
行

れ
「
次
官
を
辞
め
て
も
反
対
」

働
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
行
動
に
は
、
十
地
域
の
難
病

辿
と
八
つ
の
中
央
団
体
、
あ
わ
せ
て

十
八
団
休
か
ら
八
十
。
ニ
人
の
代
衣
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

行
動
に
先
立
っ
て
開
か
れ
た
集
会

で
は
、
社
命
公
明
、
共
産
各
党
の

18団体85人が参加して．医療保険制度の改悪に反対する

国会請願行動を行った全国患者・家族団体連絡会の集会

．
だ
廠
に
が
、
「
。
ｎ
Ｗ
審
廠
で
は
撤
‐

さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
法
案
審
議

で
撤
回
さ
せ
た
い
」
「
健
保
法
余
は

財
政
対
策
の
み
で
抜
本
改
革
と
は
ほ

ど
遠
い
」
「
憲
法
二
十
五
条
を
空
洞

化
さ
せ
る
も
の
」
「
社
会
保
障
と
し

て
の
公
的
制
度
を
守
っ
て
い
き
た

い
」
な
ど
、
健
傑
ぶ
悪
案
胆
回
の
た

め
に
院
内
て
た
た
か
っ
て
い
こ
決
心

を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

志
乃
代
衣
の
訴
え
で
も
、
「
坪
病

の
身
体
を
お
し
て
働
い
て
い
る
１
　
　
苔

は
、
何
の
た
め
に
働
く
の
か
、
扶
養

家
峡
か
生
保
か
と
開
き
直
り
た
い
気

持
斤
と
思
者
の
実
帖
を
無
視
し
た

改
霖
案
に
強
い
憤
り
の
乱
持
ち
を
衣

明
し
て
い
ま
し
芯

　

火
会
後
、
代
衣
は
ク
ル
ー
ゾ
に
分

れ
、
衆
参
両
院
の
社
労
委
Ｇ
を
中
心

に
九
十
五
人
の
廠
員
に
要
請
行
動
を

行
い
ま
し
た
。
自
民
党
議
員
の
大
半

は
「
党
議
な
の
で
」
と
署
名
の
受
け

取
り
を
拒
否
し
ま
し
た
が
、
巾
に
は

　

「
個
人
的
に
は
反
対
」
「
政
務
次
官

の
職
を
投
げ
う
っ
て
も
党
内
で
反
対

し
て
い
く
」
な
ど
と
述
べ
る
凌
０
も

あ
り
ま
し
た
。
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;

お
陰
様
で
1
0
0
号
に

　
　

「
か
ん
じ
ゃ
と
医
療
」
は
今
吟
で
創
刊

百
号
を
迎
え
ま
し
た
。
一
九
七
五
年
十
一

月
の
創
刊
以
来
、
令
患
池
機
関
誌
と
し
て
、

患
者
運
動
、
医
療
、
福
祉
の
動
向
を
伝
え

る
情
報
誌
と
し
て
、
多
く
の
制
約
の
中
で

断
え
る
こ
と
な
く
発
行
し
て
き
ま
し
た
。

読
者
の
皆
様
の
ご
支
援
に
感
謝
し
、
今
後

の
ご
愛
読
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
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１９８４年４月１日

４
１
べ
｀
Ｃ

　

ド
ー
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

羅
動
作

四
、
ヨ
ー
テ
ボ
リ
で
の

　
　
　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
そ
の
Ｉ
）

　

一
九
二
七
年
に
患
者
会

　

Ｒ
Ｈ
Ｌ
の
ヨ
ー
テ
ボ
リ
支
部

は
、
同
支
部
が
誕
生
し
て
か
ら
五

十
年
経
過
し
か
一
九
七
七
年
、
そ

れ
ま
で
の
歳
月
の
あ
れ
こ
れ
を
顧

み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ヨ
ー
テ
ボ
リ
に
誕
初
の
心
器
会

が
生
ま
れ
た
の
は
一
九
一
七
年
、

サ
ン
ダ
ル
ナ
ス
の
Ｑ
の
サ
ナ
ト
リ

ウ
ム
で
あ
っ
た
ご
ご
』
は
、
エ
ル

ヅ
ス
ボ
リ
イ
ス
ゾ
ロ
ン
に
あ
る
雨

の
城
か
ら
ち
ょ
っ
と
行
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
会
の
会
長
は
、
ポ
ン
ト
ウ

ス
ヤ
ー
ル
ベ
リ
イ
と
い
っ
た
。
余

の
名
称
は
、
。
患
遊
牧
後
会
”
と

つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
会
の
名
前
は
、

会
の
目
標
を
。
小
し
て
い
た
。
財
産

も
何
も
な
い
仲
間
を
、
な
か
い
困

難
な
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
期
間
を
暖

助
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。

　

デ
イ
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム

　

サ
ン
グ
ル
ナ
ス
は
五
月
か
ら
九

月
ま
で
開
か
れ
る
デ
イ
サ
ナ
ト
‐

ウ
ム
だ
っ
た
。
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の

瞭
養
生
活
は
、
森
の
中
に
身
を
横

た
え
、
几
よ
を
し
、
新
鮮
な
空
気

を
吸
う
こ
と
が
で
き
勺

　

多
く
の
１
　
片
が
、
痢
気
の
期
間

巾
、
レ
ン
ス
ト
ロ
リ
ー
ム
ス
カ
炳

院
で
過
ご
し
た
も
の
で
あ
り
、
説

初
か
り
心
心
」
に
と
っ
て
、
こ
の

余
が
ど
う
い
う
心
味
を
も
っ
て
い

る
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
な

ぜ
な
ら
レ
ン
ス
ト
ロ
ヨ
ー
ム
ス
カ

加
院
に
は
、
す
で
に
一
九
二
四
年

に
心
片
会
が
結
成
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

ク
リ
ス
マ
ス
募
金

　

患
者
達
は
、
病
院
内
の
下
業
活

動
に
よ
る
収
入
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
ま
で
サ
ン
ダ
ル
ナ
ス

患
１
　
救
援
会
は
、
収
入
を
得
る
何

の
て
だ
て
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
ま
ず
会
は
、
寄
付
を
募
る

こ
と
か
ら
財
政
活
動
を
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

市
内
の
商
店
と
契
約
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
十
一
月
と
十
二
月
に
、

カ
ウ
ン
タ
ー
に
募
金
箱
を
置
か
せ

て
も
ら
い
、
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
の

あ
と
で
受
け
取
り
に
く
る
、
と
い

う
許
可
を
得
た
。
一
般
の
人
々
は

に
任
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
仕

事
が
増
え
つ
づ
け
る
と
、
二
つ
の

会
の
組
織
統
合
は
緊
急
の
課
題
と

な
っ
た
。

　

一
九
三
一
年
、
ヨ
士
、
フ
ボ
リ
結

核
患
者
中
央
会
が
緒
成
さ
れ
、
連

絡
事
務
職
員
一
人
を
雇
用
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
活

動
を
支
え
る
大
き
な
力
と
な
っ

た
。

　

さ
ら
に
全
国
組
織
ヘ

　

ク
リ
ス
マ
ス
に
新
聞
が
発
行
さ

Ｒ
Ｈ
Ｌ
（
心
臓
と
結
核
の

患
者
同
盟
）
四
〇
年
史

こ
の
問
協
力
的
で
、
募
金
絹
は
い

つ
も
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
惣
酒
の

専
売
店
で
は
と
く
に
成
績
が
良
か

っ
芯

　

結
核
患
者
中
央
会

　

会
に
は
だ
ん
だ
ん
【
え
て
い
っ

勺
同
時
に
会
へ
の
圓
待
も
高
ま

っ
だ
。
サ
ン
ダ
ル
ナ
ス
と
、
レ
ン

ス
ト
ロ
ヨ
ー
ム
ス
カ
ヨ
ー
ル
ト

ル
プ
と
も
よ
ば
れ
た
）
の
二
つ
の

患
者
会
は
、
同
じ
こ
と
を
や
っ
て

い
た
が
参
加
は
患
者
の
自
由
憲
志

訳蔭

く
る
べ
の
り
こ

お
さ
ひ
ろ
し

れ
、
｛
に
は
ぶ
引
き
式
・
吊
ヽ
じ
”

が
お
こ
な
わ
れ
、
利
飛
は
中
央
余

と
、
二
つ
の
出
ヅ

だ
。
三
つ
の
会
は
、
一
九
三
九
Ｉ

に
ス
ト
ズ

成
さ
れ
た
令
国
組
織
（
Ｒ
Ｈ
Ｌ
）

に
加
皿
し
た
。

　

一
九
四
○
Ｉ
代
、
ヨ
ー
テ
ボ
リ

市
は
、
西
ス
ウ
Ｊ
―
デ
ン
の
ス
モ

上
フ
ン
ド
で
、
ロ
マ
ネ
エ
ス
と
、

セ
エ
ブ
シ
ョ
ー
の
二
つ
の
サ
ナ
ト

リ
ウ
ム
を
購
入
し
た
た
め
、
サ
ン

ダ
ル
ナ
ス
は
二
つ
の
姉
妹
患
者
会

　

労
働
と
技
術
の
修
得

を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　

会
へ
の
要
望
も
期
待
も
ま
す
ま

　

戦
時
中
と
患
者
会

　
　
　

す
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

患
１
　
会
は
戦
時
中
に
大
き
な
役

　

結
核
回
復
者
は
、
昔
の
仕
事
に

割
を
発
陣
し
た
。
戦
時
中
は
社
会
も
ど
る
こ
と
の
で
き
る
ケ
ー
ス
は

か
ら
疎
外
さ
れ
た
１
　
は
勿
論
、
す
ま
れ
で
あ
っ
た
。
闘
病
と
事
後
療

べ
て
の
人
々
が
困
難
に
直
㈲
し
た
養
峙
代
が
非
常
に
良
く
、
多
く
が

時
代
だ
っ
た
。

　
　
　
　

仕
事
の
仕
方
さ
え
忘
れ
て
し
ま
う

　

ほ
と
ん
ど
の
会
員
が
社
会
的
援
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

助
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
会
員
達
は
、
新
し
い
技

多
く
の
人
々
が
、
医
療
保
険
に
加
術
を
修
得
す
る
た
め
の
訓
練
を
望

入
し
て
い
な
い
た
め
救
貧
法
を
う
ん
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
工
場
や
会
社

け
る
人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
連
絡
が
と
ら
れ
、
い
く
つ
か
は

　

事
業
活
動
の
推
進

　
　
　

連
携
が
実
現
し
た
。

　

二
十
Ｉ
に
わ
た
る
我
々
の
伝
説

　

回
復
期
に
あ
る
会
員
は
。
ま
結
局

的
な
会
長
ヨ
ハ
ン
ヒ
ル
メ
ン
ソ
ン
の
ケ
ー
ブ
ル
線
を
曲
げ
る
仕
小

は
、
会
□
が
ど
う
い
う
嵯
助
を
受
や
、
あ
る
い
は
部
Ｍ
と
部
品
を
結

け
る
べ
き
か
、
柚
祉
～
務
所
に
足
今
す
る
仕
事
を
お
こ
な
っ
た
。
ま

を
迎
ん
で
ゾ
ー
ン
ヤ
ル
ワ
ー
カ
ー
だ
。
電
気
丁
励
の
工
業
川
ラ
ン
プ

と
謡
し
あ
っ
た
。

　
　
　
　

や
、
ｙ
イ
り
ン
の
ぶ
雷
郎
を
接
首

　

六
ヵ
月
と
い
う
な
か
い
冬
の
川
す
る
仕
事
な
ど
も
お
こ
な
っ
た
。

お
互
い
に
勁
う
こ
と
の
で
き
る
助

　

と
く
に
女
性
は
、
パ
ー
マ
川
口

所
を
求
め
る
運
動
が
お
こ
っ
芯

　

Ｉ
ル
の
仕
小
を
提
供
し
て
も
ら
い

　

巾
央
同
盟
細
織
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
に
取
り
糾
ん
だ
。

ま
た
コ
ー
テ
ボ
リ
市
の
援
助
の
も

　

印
象
的
な
の
は
、
当
時
流
行
し
、

と
に
結
核
心
乙
の
Ｉ
後
療
養
の
だ

　

笑
便
の
遺
作
ｙ
と
し
て
人
気
の

め
の
姐
い
の
家
ふ
実
現
し
た
。
あ
っ
た
玩
貝
も
、
会
員
達
に
よ
っ

サ
ン
ダ
ル
ナ
ス
の
思
と
会
の
合
・
只
で
作
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

達
は
、
や
っ
と
お
互
い
の
会
合
や
だ
。

学
習
サ
ー
ク
ル
の
た
め
の
場
所
を

　
　

（
以
下
次
号
に
つ
つ
く
）

得
た
の
で
あ
る
。
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３

「
そ
の
他
政
令
」
で
範
囲
拡
大

脂
乱
施
設
入
所
者
の
費
用
負
担
も

　

ワ
～
む
が
か
ね
て
か
ら
準
備
を
す

す
め
て
い
た
身
休
節
Ｉ
呂
陥
祉
法
の

改
．
Ｌ
雫
か
ま
と
ま
Ｏ
、
＝
．
月
一
．
・
ト
～

日
の
開
・
議
で
決
定
匡
田
会
に
提
出

さ
れ
ま
し
～

　

今
回
の
天
心
改
ぶ
点
け
ブ
①
身
体

１１
１
苦
陥
祉
の
理
念
に
関
す
る
規
定

の
整
陥
⑦
身
休
呻
害
福
祉
ホ
ー
ム
の

剛
設
な
ど
身
体
呻
害
名
．
中
『
生
腱
畏
砲

催
に
関
す
る
規
定
の
整
備
⑤
身
休
障

Ｉ
．
Ｉ
‥
申
『
Ｉ
相
談
所
の
川
談
機
能
な
ど

に
閉
す
る
整
㈲
［
中
一
生
曜
駿
胞
設
人

所
乙
の
費
川
徴
収
に
関
す
る
婉
定
の

新

　
１
万
身
休
節
宍
片
の
㈹
凹
の
一
部

を
・
政
］
ゾ
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
川

定
の
整
㈲
な
ど
で
、
費
川
徴
収
を
除

い
て
ト
川
．
‐
か
ら
の
Ｉ
几
を
斤
定

し
て
い
ま
す
．
（
六
、
七
面
参
照
）

　

全
心
心
で
は
昨
Ｉ
門
川
、
リ
生
竹

に
対
し
て
、
総
ヽ
‥
的
な
身
休
障
害
片

詣
沢
の
前
進
を
め
ざ
し
て
、
節
宍
所

柚
祉
ぼ
町
士
」
の
制
定
を
要
求
し
、

難
炳
回
休
ご
ｔ
の
他
の
多
ゐ
障
Ｉ

折
団
休
な
ど
も
現
行
の
身
体
節
Ｉ
酋

福
祉
法
の
全
面
改
正
を
求
め
期
待
し

て
い
ま
し
た

　

し
か
し
、
今
回
の
改
正
案
で
は
、

多
く
の
患
芦
障
害
昔
の
期
待
を
・
裏

町
つ
で
、
施
設
人
所
５
　
か
ら
の
費
用

徴
収
を
求
め
る
改
悪
部
分
も
盛
り
込

む
部
分
改
正
と
な
り
ま
し
芯

　

改
正
案
で
は
、
「
す
べ
て
の
身
体

障
害
若
は
、
社
会
を
構
成
す
る
一
員

と
し
て
社
会
、
経
済
、
丈
化
そ
の
他

あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る

磯
会
を
与
え
ら
れ
る
」
と
、
叶
エ
］
名

更生医療等徴収基準額表
(|｢個｣随り川||辿川

の
権
利
を
法
の
上
で
明
ら
か
に
し
、

あ
わ
せ
て
国
民
に
も
「
社
会
匝
帯
の

理
念
に
址
づ
き
」
障
回
折
の
社
会
参
・

加
に
協
力
す
る
こ
と
と
、
そ
の
酉
務

を
明
・
記
し
て
い
ま
す
。

　

互
似
会
を
含
め
て
多
ヽ
の
障
１
　
者

の
要
求
が
強
い
身
休
呻
９
　
者
の
範
囲

に
つ
い
て
は
、
そ
し
ゃ
て
機
能
1
０
１

を
取
り
入
れ
た
ほ
か
、
内
部
節
当
の

規
定
の
中
に
ン
ヤ
の
他
政
令
で
定
め

る
障
害
」
を
組
み
入
れ
て
い
ま
す
．

こ
の
｛
そ
の
他
政
令
で
Ｉ
め
る
障
士
フ

に
は
、
人
．
１
　
肛
門
、
Ａ
上
ぼ
う
こ
う

を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
｝
生
省
‥
は
明

『
つ
か
に
し
て
い
ま
す
・
．
「
政
令
で
定

め
る
暉
声
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
今
後
は
法
改
正
・
を
し
な

こ
で
も
法
の
対
象
範
囲
を
拡
大
で
き

る
こ
と
に
な
り
・
ま
し
た
が
、
国
政
的

な
締
め
つ
け
の
強
い
中
で
は
丹
続
的

な
囲
揚
が
１
　
要
に
な
り
・
ま
す
．

　

更
生
医
療
・
育
成
医
療
な
ど

　
　
　

費
用
徴
収
基
準
額

　
　
　

４
月
か
ら
ア
ッ
プ

　

介
心
連
が
か
ね
て
か
ら
少
雇
対

し
て
い
た
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
も

と
づ
く
吏
生
医
原
な
ど
の
行
用
徴
収

糾
準
額
が
、
四
一
月
一
口
か
ら
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ぺ
引

き
ト
げ
幅
は
四
［
円
か
ら
八
千
円
ま

で
と
少
な
い
と
は
い
ぇ
、
二
毎
に
一

口
機
械
的
に
引
き
上
げ
る
厚
生
省
の

姿
勢
に
は
問
迎
が
残
り
ま
す
。

|||帯階肋区分 御|獄則川」）卸 卯句切り(月)額
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皿
健
保
改
悪
宍
た
ら
「
退
院
」
4
3
％

患
響

日
影

「
病
気
に
よ
く
な
い
」
6
4
％

　

日
本
心
i
>
Z
同
庖
は
三
月
十
三
日
。

　

　
１
健
康
保
険
法
の
↓
改
正
に
の
彫
響

　

（
被
害
）
調
査
」
の
結
凩
を
ま
と
め
、

発
表
し
ま
し
Ｉ

　

こ
の
調
査
は
、
い
ま
厚
生
省
が
出

し
て
い
る
の
健
保
本
人
の
給
付
率
の

引
き
下
げ
②
高
額
原
心
費
自
己
負
担

限
度
傾
の
引
き
ヒ
け
③
差
額
徴
収
の

認
知
拡
大
、
八
洲
Ｎ
直
の
導
入
な
ど

の
、
医
療
保
険
制
度
の
改
悪
が
実
測

さ
れ
た
ら
患
者
は
ど
の
よ
う
な
被
害

を
受
け
る
か
な
ど
を
調
べ
た
も
の
で

す
。

　

こ
の
調
査
は
、
全
国
十
五
都
道
府

県
、
ニ
ト
病
院
の
患
者
、
家
族
ら
二

。
自
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
回
収

率
は
七
八
％
言
祐
十
六
人
）
て
し

運齢

Ｌﾌヽ

　

…………:.s.j･:

た
。
「
答
片
の
八
二
％
は
結
核
患
者

で
、
そ
の
他
、
糖
ぽ
病
、
呼
吸
不
令
、

高
血
。
」
症
な
ど
の
患
者
が
い
ま
す
。

　

調
査
結
果
を
み
る
と
、
「
健
保
が

改
悪
さ
れ
た
ら
ど
の
よ
う
な
措
置
を

と
る
か
’
と
い
う
問
に
、
「
病
気
が

治
ら
な
く
て
も
す
ぐ
退
院
す
る
１
　
　
人

が
　
　
ハ
こ
ハ
％
、
「
な
る
べ
く
９
　
く

込
院
す
る
」
人
が
二
六
・
一
％
、
あ

わ
せ
て
四
回
七
％
の
人
が
「
退
問

す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

　

「
借
金
し
て
入
院
を
つ
づ
け
る
」
人

が
一
六
一
六
％
、
「
滞
納
す
る
」
人

が
Ｉ
〇
・
一
％
と
、
い
ず
れ
も
健
保

改
悪
を
深
刻
に
受
け
と
め
て
い
ま

す
。

　

「
改
１
　
さ
れ
た
ら
ど
う
い
う
彫
糾

子
供
の
鳥
校
、
大
才
進
学
を
あ
き
ら

め
る
と
七
え
て
い
る
人
が
そ
れ
ぞ
れ

一
五
％
い
ま
し
た
。

　

回
答
者
の
健
傑
改
悪
に
つ
い
て
の

態
度
で
は
、
「
絶
対
反
対
」
七
〇
％
。

　

厦
対
」
二
Ｉ
％
で
、
大
多
数
の
人

は
健
保
改
悪
に
反
対
の
態
度
を
衣
明

し
て
お
り
、
賛
成
と
答
え
た
人
は
一

人
も
な
く
、
今
同
の
鯉
保
改
悪
か
い

を
受
け
る
か
’
と
い
う
問
に
は
、
六
一

四
％
の
人
が
「
病
気
を
冶
す
の
に
よ

く
な
い
」
と
答
え
、
一
家
庭
内
が
う

ま
く
い
か
な
く
な
る
」
と
答
え
た
人

が
一
六
一
八
％
あ
り
ま
し
た
。

　

「
家
庭
内
が
う
ま
く
い
か
な
く
な

る
」
と
答
え
た
人
六
十
人
に
つ
い
て
、

そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
三
八
％
の
人

が
生
活
傑
護
を
受
け
る
こ
と
を
考
え

て
お
り
、
サ
ラ
金
か
ら
借
金
す
る
、

か
に
患
者
に
と
っ
て
不
満
の
多
い
も

の
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
「
ど
ぅ
す
れ
ば
よ
い
の

か
」
と
の
悶
に
は
、
函
会
で
患
者

の
声
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
」
三
四

％
、
面
会
で
否
次
し
て
も
ら
い
た

い
」
五
〇
汽
「
実
施
を
お
く
ら
せ

て
も
ら
い
た
い
」
六
％
と
い
う
の
が

回
答
者
の
意
見
で
し
た
。

　

日
患
同
盟
で
は
、
こ
の
調
査
結
果

を
も
と
に
、
他
の
患
各
団
体
な
ど
と

反
対
運
動
を
強
め
て
い
き
た
い
と
し

て
い
ま
す
。
な
お
、
同
会
古
川
副
会

艮
が
、
こ
の
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
に
出

演
、
こ
の
砧
集
を
報
七
‥
し
ま
し
た
。

且病
守

ぽ／
ｆ

会習学で金年郭改
改

全腎協も

腎
提
供
意
識
調
査

運
転
免
許
所
持
者
を
対
象
に

　

企
・
腎
協
は
三
月
二
下
七
日
、
自
励

巾
運
昿
免
許
所
持
呂
一
ア
ニ
肖
五
十

人
を
対
象
に
令
’
国
四
十
五
都
道
府
県

で
行
っ
た
「
心
証
提
供
登
録
に
関
す

る
意
識
調
査
」
の
結
果
を
ま
と
め
、

発
衣
し
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
、
自
動
車
運
転
免
・
許

を
持
つ
人
が
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
行

わ
れ
て
い
る
運
昿
免
許
取
得
時
あ
る

い
は
更
新
時
に
免
許
証
に
本
人
の
心

　

年
金
制
度
改
革
の
厚
生
肖
案
は
、

改
善
な
の
か
改
悪
な
の
か
。
そ
の
評

価
を
決
め
る
た
め
に
も
、
厚
生
省
案

の
内
容
を
正
確
に
知
る
必
要
が
あ
る

と
し
て
、
八
。
国
心
臓
病
の
子
供
を
守

る
会
は
三
月
一
千
四
日
、
学
習
会
を

開
き
ま
し
ぺ
（
写
真
）

　

全
忠
辿
が
務
局
次
長
、
日
本
心
七

同
盟
副
会
長
の
古
川
圭
助
さ
ん
を
講

師
に
招
い
て
開
い
た
学
習
会
で
は
、

厚
生
省
案
が
ま
と
ま
る
ま
で
の
背
景

や
そ
の
性
格
と
内
容
な
ど
を
、
参
加

者
の
１
　
体
的
な
下
例
も
出
し
な
が
ら

学
び
ま
し
た
。

　

学
割
会
で
は
、
今
回
の
厚
Ｉ
竹
案

が
、
全
体
と
し
て
は
給
付
を
切
り
つ

め
負
担
を
強
化
す
る
改
悪
で
あ
る
こ

志
を
衣
。
小
す
る
だ
け
で
竃
録
で
き
る

シ
ス
テ
ム
の
、
日
本
で
の
勇
入
を
ど

う
七
え
て
い
る
か
な
ど
を
調
べ
た
も

の
で
す
。

　

調
査
結
果
で
は
、
六
四
・
五
％
の

人
が
ア
メ
リ
カ
並
の
シ
ス
テ
ム
の
導

入
に
賛
意
を
示
し
、
万
一
、
交
通
事

故
死
し
た
場
合
に
、
竹
臓
を
「
提
供

す
る
」
と
答
え
た
人
が
四
五
・
八
％

も
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

と
を
確
認
し
つ
つ
、
呻
１
　
給
付
部
分

で
は
改
善
部
分
も
多
い
こ
と
を
評
価

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
制

度
か
ら
は
み
で
る
障
害
名
も
あ
る
な

ど
、
障
Ｉ
肴
の
頁
の
幸
せ
を
保
障
す

る
年
金
制
厦
に
は
程
遠
い
と
話
し
合

い
ま
し
勺

　

守
る
会
で
は
、
こ
の
学
習
会
で
深

め
た
理
解
を
も
と
に
厚
生
省
改
革
案

の
正
確
な
内
容
を
名
・
く
の
会
員
に
伝

え
な
が
ら
、
古
川
さ
ん
の
話
に
も
あ

っ
た
よ
う
に
、
厚
生
省
改
革
案
の
不

十
分
な
点
、
問
題
点
を
明
ら
か
に
し

て
、
呻
害
者
の
μ
の
幸
せ
が
保
障
さ

れ
る
年
金
制
度
の
改
府
、
弘
充
を
要

求
し
て
い
こ
う
と
話
し
合
っ
て
い
ま

す
。
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一
世
帯
の
平
均
所
得
は
4
4
4
万
円

厚
生
省
5
8
年
国
民
生
活
実
態
調
査
を
発
表

　

昭
和
五
十
八
年
の
国
民
生
活
実

態
調
査
の
概
況
が
、
三
月
ニ
ト
ー

日
、
厚
生
省
か
ら
発
表
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
・
調
査
は
、
五
十
八
Ｉ
九
月

一
日
に
令
国
三
百
六
十
地
区
、
七

Ｆ
五
百
三
十
九
世
帯
を
対
象
に
し

て
、
世
帯
の
平
均
所
得
な
ど
を
調

べ
た
も
の
で
す
。

　

調
査
に
よ
る
と
、
前
Ｉ
１
　
十
七

江
の
一
Ｉ
帯
当
り
の
平
均
所
得
金

　

日
木
歯
科
医
師
会
は
、
三
月
十

万
、
十
六
日
の
代
議
い
余
で
、
健

傾
公
門
也
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し

た
が
、
代
廠
に
か
ら
。
本
人
給
付

率
を
『
而
出
き
下
げ
に
す
る
こ
と

は
、
病
院
側
に
は
経
営
上
の
大
川

。
題
に
な
る
』
な
ど
の
・
息
兄
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
山
崎
歯
科
医
師

会
長
ら
は
、
保
険
医
総
肝
退
の
覚

悟
を
も
っ
て
の
ぞ
む
、
医
師
朔

頷
け
、
四
百
四
十
四
万
四
千
円
で
、

前
年
よ
り
十
四
万
七
千
円
、
三
一

四
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

過
去
十
年
間
で
は
鼠
低
の
伸
び
率

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

戸
帯
主
の
年
齢
階
級
別
に
み
る

と
、
五
ト
巌
代
が
五
百
四
１
　
八
万

二
千
円
で
級
も
高
く
。
以
下
、
四

ト
歳
代
の
四
百
八
十
八
万
て
し

円
、
六
十
歳
以
ト
四
百
十
万
五
千

円
、
三
ユ
Ｌ
歳
代
三
百
九
十
八
万
三

薬
剤
師
会
と
協
力
し
て
対
策
本
部

を
つ
く
り
、
自
民
呪
の
議
り
を
｛

検
し
、
助
へ
‥
に
よ
っ
て
は
自
民
党

と
の
閔
係
を
凍
結
す
る
な
ど
、
逃

挙
で
の
応
力
関
係
の
．
吋
検
討
の
七

え
を
示
し
ま
し
≒

　

ま
た
、
健
保
法
の
国
会
審
飛
が

山
岨
を
迎
え
る
四
月
下
旬
か
ら
．
比

月
上
旬
に
か
け
て
の
対
応
策
に
つ

い
て
も
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
陪

認
し
ま
し
た
．

干
円
二
Ｉ
十
歳
代
二
百
五
十
八
万

三
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

男
六
十
五
歳
、
女
六
ト
歳
以
上

で
構
成
す
る
高
齢
者
世
帯
の
所
雌

は
二
。
白
十
八
万
四
１
　
円
で
、
そ
の

内
訳
は
年
金
・
恩
給
が
四
五
一
八

％
と
最
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

口
本
歯
科
医
師
会
は
、
健
保
ぴ

に
っ
い
て
。
り
川
受
喰
９
　
萌
加

療
を
妨
げ
戸
と
の
立
場
か
ら
反

対
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
が
、
自
瓜
党
へ
の
．
Ｌ
力
、
似
険

医
総
辞
心
の
戦
術
な
ど
で
反
対
を

強
め
て
い
く
と
し
て
い
ま
す
。

保
険
医
総
辞
退
、
自
民
に
圧
力

日
本
歯
科
医
師
会
健
保
反
対
で
戦
術
強
化

障
害
年
金
受
給
権
者
は
1
1
5
万
人

社
保
庁
調
べ
国
民
・
障
害
１
級
は
5
5
％

　

社
会
保
険
庁
が
ま
と
め
た
五
十

七
Ｉ
度
末
の
国
民
年
金
障
害
給
付

の
現
況
に
よ
る
と
、
年
度
末
の
五

十
八
年
三
月
末
現
在
の
受
給
権
者

数
は
、
障
害
年
金
で
二
十
七
万
二

千
八
百
七
十
九
人
で
、
拠
出
制
Ｉ

金
受
給
権
肴
の
三
・
七
％
を
占
め

　

労
働
省
は
二
川
ニ
ト
三
日
、
柚

神
障
ｔ
‥
に
よ
っ
て
．
電
巾
に
飛
び
込

み
、
両
足
を
剛
断
し
た
人
か
ら
消

求
の
出
さ
れ
て
い
た
労
災
認
定
に

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
侃
こ
の
級
別
で
は
、
一
級
が

五
五
・
三
％
、
二
級
が
四
四
・
七

％
と
な
っ
て
お
り
、
厚
生
年
金
障

害
年
金
の
一
級
一
「
一
所
二

級
三
ハ
・
九
％
、
三
級
五
二
Ｉ
○

％
と
く
ら
・
べ
る
と
重
症
１
　
が
多
い

こ
と
が
．
ぷ
さ
れ
て
い
ま
す
．

　

国
民
年
金
の
呻
害
福
祉
年
金
受

給
権
者
誤
ハ
＋
五
万
三
千
五
白
一

士
八
入
で
、
厚
生
Ｉ
金
に
害
年
金

の
受
給
権
者
二
十
二
万
七
千
三
百

三
十
八
人
と
あ
わ
せ
る
と
百
十
五

万
三
千
七
百
四
十
五
人
と
な
り
ま

す
。
そ
の
割
合
は
、
障
害
福
祉
年

金
五
六
・
六
％
、
国
民
年
金
障
害

年
金
二
三
・
六
％
、
。
厚
生
年
全
障

害
年
金
一
九
・
七
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

国
民
年
金
の
に
害
年
金
を
・
障
害

種
別
に
み
る
と
、
総
合
判
定
、
液

体
不
自
由
な
ど
が
上
位
で
す
。

神
１
９
１
を
、
業
務
卜
が
・
柚
と
沼
定
す
。

し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
こ
ず
、

　

・

　

こ
れ
は
、
国
鉄
新
幹
線
上
野
地

ド
駅
の
設
計
を
川
当
し
て
い
た
ぷ

計
余
社
の
技
卵
が
、
心
日
の
残
業

な
ど
ハ
ー
ド
な
窓
務
の
巾
で
不
帆

症
な
ど
を
訴
え
、
病
院
で
神
経
症
、

う
つ
詞
ま
た
は
心
因
反
応
と
診
断

つ
い
て
、
こ
れ
を
認
足
す
る
こ
と

　

さ
れ
治
原
中
で
し
た
が
、
五
ト
四

を
決
め
通
知
し
ま
し
た
。
業
務
上

　

年
七
月
に
通
勤
途
次
の
駅
ホ
ー
ム

の
精
神
的
負
担
を
原
因
と
し
た
精
か
ら
。
宝
巾
に
飛
び
込
ん
だ
も
の
で

　

こ
の
労
災
巾
請
に
対
し
労
働
竹

側
は
、
強
心
な
精
神
的
に
担
か
う

つ
柚
の
発
病
原
囚
で
あ
っ
た
こ

と
、
柚
神
卵
害
の
既
往
症
か
な
・

仕
事
以
外
に
柚
神
障
ｔ
‥
を
も
た
ら

す
精
神
的
負
担
は
な
い
こ
と
、
心

門
医
南
西
で
も
仕
下
と
う
つ
炳
と

の
関
係
が
明
ら
か
な
ど
か
ら
、
「
業

穆
と
の
間
」
相
当
因
火
関
係
が
あ

る
」
と
し
て
・
認
定
し
た
も
の
で
す
。

精
神
障
害
を
初
め
て
労
災
認
定

労
働
省
「
業
務
と
の
因
果
関
係
」
明
ら
か
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（６）

　第30条（失明石迎生施設）失明石更生施　第30条（身体冷害者療護施設）身体障害者

設け、万引者を収容し、又は通所させて、そ

ﾚ

直護施設は、身体障害各であって常時の介護

｜

の厖生に必要な知識技能及び訓練をり,える施

設とする。

　第30条の２（ろうあ者更生施設）ろうあ

行史生施設は、ろうあ者を収容し、又は通所

させて、その更生に必要な治療及び訓練をり･

える施設とする。

　第30条の３（内部障害者更生施設）略

　第30条の４（身体障害者療護施設）略

　第38条（費用のＵ担命令及び徴収）

　４　補装具の交付又は修理が行われた陽介

　（業者に委託して行われた場合を除く。）に

おいては、当該行政信置に要する皆川を支弁

した都道府県又は甫町村の長は、当該身体障

害者又はその扶養義務者から、その負担能力

に応じ、その費用の全部又は-部を徴収する

ことができる。

　別表（身体障実行の範囲）

　二　左に掲げるI｀Y声機能又は旨,示機能の障

　　害

　　　ｌ．ｌ摩声機能又はよ･府機能のそう失

　　　２．１斤声機能又は出府機能の冷しい障

　　　　害で、永続するもの

　五心臓、じん臓又は呼吸器の障害で、永

　　続いかつ、日常生活が苫しい梢限を受

　　ける程度であると認められるもの。

を必要とするものを入所させて、治療及び養

護を行う施設とする。

　第30条の２（身体障害者福祉ホーム）身

体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体

卜の障害のため家庭においてにに仁活を営む

のに支障のある身体障害折に対し、その日常

生活に適するような居室その他の設備を利用

させるとともに、日常生活に必要な便宜を供

’ｿする施設とする。

　第30粂の３　　　削除

　第30条の４　　　削除

　第31条の２（身体障実者福祉センター）

身体障害者福祉センターは、無料又は低額

な和金で､身体障害者に関する各種の相談に応

じ､身体障害考に削し､機能訓練､教養の向に

社会との交流の促進及びレクリエーションの

ための便宜を総合的に綴字する施設とする。

第38条（費用の負担分合及び徴収）

４　身体障害者吃生援護施設への入刈谷し

くは入所の委託（国の設置する身体冷害折史

生援護施設への入所の委託を除く。）が行わ

れ、又は補装具の交付若しくは修理が行われ

た場合（業者に委託して行われた場合を除く｡）

においては、当該行政措置に要する費用を支

弁した都道府県（以下左に同じ＝略）

　５　都道府県知事又は淑町村長により国の

設i貳する身体障害者更生援護施設への入所の

委託が行われた場合においては、iE務人臣は、

当該身体障害者又はその扶養義務者から、そ

の負担能力に応じ、その費用の全部又は一部

を徴収することができる。

　別表（第４条、第15粂、第16条関係）

　_べ　次に掲げる斤声機能、出店機能又はそ

　　しやく機能の障害

　　１．音声機能、出遊機能又はそしやく

　　　機能の喪失

　　２．音声機能、出遊機能又はそしやく

　　　機能の冷しい障害で、永続するもの

　　　一　昆心臓、じん臓又は呼吸器の冷害その他

　　　　　　　　　　　　一　政令で定める障害で、永続し、かつ、日

　常生活が冷しい制限を受ける程度である

　と認められるもの。
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身体障害者福祉法の主な改正点

現　　　行　　　法 改　　　，lﾓ　　　案

　弟２条（更生への努力）すべての身体障

害者は、自ら進んでその障害を迦服し、すみ

やかに社全経済活動に参与することができる

ように努めなければならない。

　第３条（国､地方公共団体及び国民の責務）

　国及び地方公共団体は、身体障害者に対す

る兜生の援助と更生のために必要な保護の実

施に努めなければならない。

　２　国民は、身体障害者がその障害を克服

し、社会経済活動に参与しようとする努力に

対し、協力するよう努めなければならない。

　第５条（施設）この法律において、「身

体障害者更生援護施設」とは、肢体不自由者

財生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者史

生施設、身体障害者岩鏡施設、身体障害者接

岸施設、補装具製作施設、点字図書館及び点

字出版施設をいう。

　第11条（更生相談所）

　２　身体障害者更生相談所は、身体障実者

の医学的、心理学的及び職能的判定を行うと

ともに、必要に応じ、補装具の総力及び適介

判定を行うところとする。

　第29条（肢体ｨヽ自由名‘更生施設）肢体不自

由者吋生施設は、肢体不自由者を収容し、又

は通所させて、その更生に必要な治療及び訓

練を行う施設とする。

　第２条（自立への努力及び機会の確保）

すべての身体障害者は、自ら巡んでその障害

を克服し、その有する能力を活用することに

より、社会経済活動に参加することができる
-　　　-
ように努めなければならない。

　２　すべての身体障害者は　社会を構成す

る一且として社会、経済、文化その独あらゆ

る分野の活動に参加する機会を与えられるも

のとする。

　第３条（国､地方公共団体及び国民の責務）

国及び地方公共団体は、前条第２項に規定

する理念が具現されるよう配慮して、身体障

宍者に対する更生の援助と更生のために必要

な保護の実施に努めなければならない。

　２　国民は、社会連帯の理念に基づき、身

体障害者がその障害を克服し、社全経済活動

に参加しようとする努力に刈レ|烏力するよ

　-う努めなければならない。

　第５条（施設）この法律において、「身

体障実者更生援護施設」とは、身体障害者兜

生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福

祉ホーム、身体障宦者授産施設、身体障害者

福祉センター、補装具製作施設、点字図,IF館

及び点字出版施設をいう。

　第11条（更生相談所）

　２　身体障害者更生相談所は、身体障害者

の福祉に関し、主として、次の業務を行うも

のとする。

　　　～　身体障害者に関する相談及び指導の

　　　うち、特に専門的な知識及び技術を必

　　　要とするものを行うこと。

　　　ｌ　身体障害者の医学的、心理学的及び

　　　職能的判定を行うこと。

　　ニ　必要に応じ、補装具の処方及び適合

　　　判定を行うこと。

　第29条（身体障害者更生施設）身体障大

行兜生施設は、身体障害者を入所させて、そ

の史生に必要な治療又は指導を行い、及びそ

の更生に必要な訓練を行う施設とする。
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日
１
　
　
、
医
労
協
な
ど
．
仄
座
ハ
ぼ
怖

が
呼
び
か
け
た
「
健
保
改
【
反
対
懇

談
戸
が
一
戸
ヒ
日
、
収
示
・
ト
知

会
館
で
ご
ら
か
れ
、
心
郷
労
働
片
、

婦
人
、
医
師
、
学
言
忿
二
八
六
団
体

百
二
卜
三
人
が
参
加
、
熱
心
に
鉛
謳

の
あ
と
「
健
保
改
．
四
回
対
辿
沼
｛

を
尭
足
さ
せ
ま
し
た
．

　

こ
の
懇
談
余
は
、
い
ま
ひ
ら
か
れ

て
い
る
ぷ
ご
り
Ｉ
特
川
川
尨
べ
健

康
似
険
改
孚
案
の
成
立
が
行
断
を
許

さ
な
い
状
況
の
も
と
て
、
「
健
保
改

世
に
．
反
対
し
、
卜
川
給
付
を
Ｉ
り
ぬ

　　　　

全患連加盟組織

＜互療会＞
〒心港区新鴎5‥14一回

　　　　　　　　　　　

大幸ビル２階

　　　

２０ろ（扱）5514

＜全国交通労働災害対策協議会＞
り几区西池袋１－４－５

≫ 0 3 (M) 7 3 6 1

〒171

｢健康新聞｣
転

　　

載

一
。
1
0
割
給
付
守
ろ
う
゛

「
健
保
改
悪
反
対
連
絡
会
」
が
発
足

く
し
ソ
に
賛
同
の
団
体
、
政
党
、

個
人
に
ょ
び
か
け
て
ひ
ら
・
い
た
も

回

　

剽
談
余
は
、
全
川
保
険
医
団
体
辿

ａ
会
の
桐
島
会
長
が
開
今
の
あ
い
さ

つ
の
あ
と
、
口
本
仄
労
協
の
松
本
飛

」
、
介
日
本
民
．
Ｎ
囲
の
｛
え
び
Ｉ

事
務
胴
長
が
座
長
に
選
は
れ
ま
し

た
．

ま
し
芯

　

日
患
同
頭
佐
々
木
事
務
局
長
も
、

‐
心
が
ち
こ
な
っ
た
実
姉
調
酉
の
。
四

部
を
報
ｔ
‥
し
一
健
保
改
悪
で
直
拡
被

害
を
受
け
る
磨
者
は
、
病
床
か
ら
反

対
硬
勣
が
大
き
く
も
り
あ
か
る
こ
と

を
開
侍
し
て
い
る
」
と
発
。
‥
し
ま
し

た
。
ま
た
、
労
組
代
表
は
函
民
的

な
た
た
か
い
が
必
要
だ
」
と
強
調
し
、

　

懇
談
で
は
庇
以
改
叫
さ
れ
た
ら
婦
人
＝
い
休
代
表
か
ら
も
改
ｔ
ｙ
対
の

一
生
涯
入
吐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全
。
一
外
お
こ
な
わ
れ
ま
し
勺

難
病
忠
酋
は
死
ぬ
し
か
な
い
」
な
ど
、
ま
ぺ
早
大
軟
投
の
油
田
先
生
は

出
汚
圃
休
代
表
か
ご
ご
っ
ぎ
発
。
。
‥
し

　

・
－
軍
Ｉ
町
を
突
出
さ
せ
汁
企
印
障
を

＜全国腎臓病患者連絡協議会＞

〒柘1新宿区ド落今5－15－29

　　　　　　　　　　　　　　　

田沼ビル

　　　

富Ｏろ砺２）5540

＜全国心臓病の子供を守る会＞

〒101千代田区神口北乗物田」丿

　　　　　　　　　　　　　　　

北嘔ビル

　　　

≫ 0 5 C256) 8 4 2 4

＜全国ハンセン病患者協議会＞

〒旧東村山市青葉町４

　

トづ０

　　　

≫ 0 4 2ろC94"> 1 5 7 1

＜全国職業性有害物障害患者協議会＞

〒105港区西新橋2 -21- 5

　　　

SOS― (-155) 2 0 8 2

＜日本患者同盟＞

〒川清瀬市松山２一括－12

　　　

fiO424 (91) 0058

＜慢性一酸化炭素中毒患者会＞

〒151渋谷区干駄々’･谷１－ろ1－5

　　　　　　　　　　　　

代々木病院内

削
減
す
る
政
府
の
思
想
を
詐
さ
な
い

運
動
を
」
と
発
言
し
ま
し
た
。

　

剽
験
の
あ
と
、
乙
く
の
参
加
七
か

ら
の
提
案
を
う
け
て
、
よ
し
か
‐
人

側
の
日
本
医
労
協
伸
事
務
局
長
が
、

健
保
改
悪
の
国
民
運
動
を
見
展
さ
せ
。

る
た
め
　
1
1
健
保
改
叫
反
対
、
十
川
綸

付
を
守
る
」
の
一
点
で
の
連
絡
組
識

　

「
健
保
改
悪
友
対
他
絡
会
」
を
発
足

さ
せ
た
い
と
捉
楽
し
拍
１
　
ご
削
Ｉ
さ

れ
ま
し
た
。
（
日
本
患
者
同
盟
発
行

・
「
健
康
新
聞
」
二
月
十
五
日
付
・

一
三
八
五
号
よ
り
）

一
▼
健
保
、
健
保
で
追
わ

れ
る
中
で
、
迎
え
た
剛

刊
‐
．
り
に
何
の
特
川
の

企
画
も
な
い
ま
ま
お
届

け
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
▼
ｙ
’
‥

も
デ
ス
ク
も
い
な
い
わ
が
「
か
ん
じ

や
＝
」
誌
編
集
部
は
、
混
成
部
隊
と

い
う
連
合
休
の
強
さ
と
弱
さ
を
い
か

ん
な
く
尭
即
し
て
、
運
動
に
役
立
つ

情
報
を
と
何
と
か
や
っ
て
き
ま
し
た

▼
『
体
制
の
強
化
』
は
す
ぐ
に
は
無

死
で
す
が
、
で
も
か
ん
ば
り
ま
！
す
。

｢赤旗｣年金・社会保険テレホン相談でおなじみの渡辺清著

健康保険のじょうずな使い方琵昌
あなたの、そして家族の陸療を守る健康保険､ill;は有効に使わ健保・|玉T似・老人保険の予びき

れています力ｄ

　

たとえば人が単身赴任一子供が下宿・旅行几で病気……のとき、どうしますか。

また、池沢・国保の謡綸付のいろいろやお年寄が包人保健の扱いになったとこと、歯や手術や入

院治療でツ呆険かきくきかない”など。吟行は実例をもとに、健康保|凌でわからないこと、すべ

てを卜占=で説きあかしまし仁／家庭に川町、身近において柵川ねかいたいのが本吉ですI，

労災認定の理論と実際Ｍ悠難居
発行・笠原書店／発売・竹内書店新社（東京・文京・関L）町萱03-268-3280)
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